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生物多様性主流化室の自己紹介 Office for Mainstreaming Biodiversity

日常生活や事業活動の中で、

・生物多様性に配慮すること

・生物多様性を損なうような行動を取らないこと

の “当たり前” 化を目指す。

✓ 企業行動の変容

✓ マルチセクター連携

✓ 自治体、NPO等との協業

✓ 消費者行動の変容

✓ ABS（遺伝資源に関するアクセスと利益配分）

TNFD, SBT4N, ISO, NPE戦略策定, G7ANPE…

J-GBF, 30by30アライアンス、自然共生サイトインセンティブ検討…

生物多様性保全推進支援事業、生物多様性自治体ネット…

森里川海プロジェクト、消費者行動変容実証事業…

ABS, DSI, BBNJ…

ネイチャーポジティブ経済の実現が必要
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目次

✓ 生物多様性の「主流化」に向けて

✓ ネイチャーポジティブ経済移行戦略

✓ 企業の行動変容の支援（自然関連財務情報開示含む）

✓ 国内の緑への価値付け
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経済活動の自然資本への依存とその損失は、社会経済の持続可能性上の明確なリスク

資料：WEF（世界経済フォーラム）
グローバルリスク報告書2024より抜粋

今後10年間グローバルリスクの
重要度ランキング

資料：Will Steffen et al. 「Planetary boundaries:Guiding human 
development on a changing planet」

人類の活動は、地球の環境収容力
（プラネタリー・バウンダリー）

を超えつつある
第６の大量絶滅時代
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ネイチャーポジティブ（自然再興）とは

5

⚫ 「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」こと。

⚫ 「G7 2030年自然協約」や、生物多様性に関する新たな世界目標「昆明・モントリオール
生物多様性枠組」においてその考え方が掲げられるなど、生物多様性における重要な考え。

⚫ 経済界でもネイチャーポジティブを目指す動きが注目。

ネイチャーポジティブ
生物多様性の損失を止め、
反転させる

出典「地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）」 を基に作成

こんめい

ネイチャーポジティブを目指すには、
これまでの自然環境保全の取組だけで
は足りず、財とサービス、特に食料の
より持続可能な生産、消費と廃棄物の
削減といった様々な分野が連携して取
り組む必要があることが指摘されてい

る。

※ ネイチャーポジティブ経済移行により世界規模で 2030 年までに３億 9500 万人の雇用創出と 年間10.1 兆ドル(約 1070 兆円)規模のビジネスチャンスが見込める

出典：WEF the New Nature Economy Report（2020）
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2023年COP15で決定した新世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」
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企業活動に係る生物多様性をめぐる国内外の動き

2022

2023

2024

生物多様性に関する新たな国際目標 採択

ネイチャーポジティブ（2030年までに生物多様性の損失を止め反転させること）

生物多様性国家戦略 策定

TNFD 開示枠組みの最終版 公表

ネイチャーポジティブ経済移行戦略 策定

企業の自主的取組を認定する法律 成立

（自然関連財務情報開示タスクフォース）
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生物多様性の「主流化」に向けて

生物多様性の主流化＝日常生活や事業活動の中で、

・生物多様性に配慮すること

・生物多様性を損なうような行動を取らないこと

の “当たり前” 化を目指すこと

「ネイチャーポジティブ経済」

・売ってないから
・あっても高いから
・何が良いか分からないから

・ニーズが無いから
・高く買ってくれないから
・どうせ分かってもらえないから

環境基盤

人間活動

経済・社会
システム

・極端な降雨による水害
・熱中症の増加
・食料供給への悪影響

気候変動
海洋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ汚染
生物多様性の損失

負荷

な
ぜ
必
要
？

何が一番必要？

現状は・・・

だ
か
ら

企業の皆さんに、市場
に選択肢を生み出して
いただけるような環境
整備、データ提供

人
間
活
動
の
せ
い
だ
か
ら

資金の流れをネイチャーネガティブなものから
ネイチャーポジティブなものへ
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目次

✓ 生物多様性の「主流化」に向けて

✓ ネイチャーポジティブ経済移行戦略

✓ 企業の行動変容の支援（自然関連財務情報開示含む）

✓ 国内の緑への価値付け
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ネイチャーポジティブ経済移行戦略の位置づけ

生物多様性条約

○1993年に発効
○締約国数は194カ国とEU・パレスチナ
○条約の目的
１ 生物の多様性の保全
２ 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
３ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

昆明・モントリオール生物多様性枠組(2022.12)
（生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された新たな世界目標）

生物多様性国家戦略2023-2030

（2023年3月31日閣議決定）※

2030年ミッション
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転
させるための緊急の行動をとる（＝いわゆるネイチャーポジティ
ブ）

※ 生物多様性条約第６条及び生物多様性基本法第
11条の規定に基づく、生物多様性の保全と持続可能
な利用に関する政府の基本的な計画

新世界目標を踏まえ、世界に先駆けて国家戦略を改定

「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」の策定（2024年3月29日公表）

基本戦略３を具体化 

ネイチャー
ポジティブ
経済の実現
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令和６年３月
環境省、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省

ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～
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自然との不適切な関わりは財務的な影響も
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自然関連リスクの財務コスト

◼ BloombergNEFは、自然との不適切な関わりにより財務的損失を被った10社を紹介した。

参照：BloombergNEF 「When the Bee Stings  Counting the Cost of Nature-Rerated Risks」より作成

企業 サブセクター 内容 コスト
曝露リスク

物理的 移行

3M 特殊化学物質 2016年以降、同社の米国施設による有毒な過フッ素化物質
及びポリフッ素化物質（永久化学物質）の水路への放出。

少なくとも105億ドルの法的責任、解雇。
✓

AAK 穀物及び油糧種子の
製粉

持続可能性の謳い文句に反する、インドネシアの保護区に違法
に作られた農園からのパームヤシ果実調達に関する報道。

新聞調査発表後24時間で株価5.5％下落。
✓

Bernard Matthews 包装食品 不十分なバイオセキュリティ対策による、2007年の英国の施設
への鳥インフルエンザウイルス侵入。

2,000万ポンド（2,500万ドル）のブランド
価値の損失、解雇。

✓ ✓

Chevron 石油・ガス開発及び
生産

絶滅の危機に瀕しているクジラの保護に向けた、メキシコ湾での
石油・ガス開発活動に対する訴訟への直面。

訴訟費用と開発の遅れにより、最大4,960
万ドルの収益が脅かされた。

✓

CMA CGM コンテナ輸送 権限や適切な報告がない未処理のバラスト水排出による、侵略
的外来種の拡散。

罰金16万5,000ドル。
✓

Formosa Plastics 基礎化学品及び総合
化学品

テキサス州の施設の排水管からの数十億個のプラスチックペレット
の水路排出。

5,000万ドルの和解金、94億ドルの工場建
設中止。

✓

Freeport-McMoRan 金属・鉱業 -卑金属 インドネシアでの大量の鉱山廃棄物の適切な処理を怠ったことに
よる、水と森林の汚染。

CEO反応後の2日間で株価18％下落、
5,500万ドルの現地投資。

✓

JBS 包装食品 - 食肉製
品

ブラジル・アマゾンの違法伐採地で飼育された牛を繰り返し調達。 罰金770万ドル、200億ドルの評価益を失う
可能性。

✓

PG&E 送配電 送電線から散った火花の剪定されていない木の枝への引火によ
る、相次ぐカリフォルニア州での致命的な山火事。

2017年9月から2019年1月まで株価91％
下落、53億6,000万ドルの和解金。

✓ ✓

Tesla 自動車 ベルリンの地下水減少地域でのギガファクトリー計画において、地
下水量管理が不十分であることに対する、地元からの訴訟。

裁判所提訴後24時間で株価3.1％下落、
57億ドルの施設遅延。

✓ ✓

https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF_Nature-Risk.pdf
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令和６年３月
環境省、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省

ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～
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事業活動は生物多様性の安定無しには成り立たない

◼ 事業活動は国内外の「自然の恵み」に依存（直接的な原材料調達のみならず、生産・加工、商品・サービスの提供、輸送

など）。

◼ その分、生物多様性に大きな影響も与えている。

◼ 他方、技術開発や製品・サービス等による市場の変革、生物多様性保全への貢献も可能。

出典：環境省「生物多様性民間参画事例集」を一部加工
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf
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ネイチャーポジティブ経済への移行によるビジネス機会（推計）

日本における2030年ネイチャーポジティブビジネス機会金額推計
（カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーとの関連性）

※ 世界経済フォーラム（2020年）によるグローバルレベルの推計値を元に、各機会項目に
ついて算定式とパラメータを参照し、日本のデータを個別に適用して環境省にて試算

例：鉄鋼使用の効率化

例：沿岸湿地回復による
レジリエンス構築

例：化学農薬・化学肥料の
低減による生態系への
影響低減

➢ 世界経済フォーラム（2020）をベースとした推計では、日本においてネイチャーポジティブ経済への移行により生まれるビジネス

機会の規模は、2030年時点で約47兆円と推計。

➢ うち、４分の３以上が炭素中立（CN）や循環経済（CE）と強く関連。

➢ ネイチャーポジティブや炭素中立、循環経済の実現の先には、究極的な目標である環境・経済・社会におけるサステナビリティの

実現とそれを通じたウェルビーイングの向上がある。

約47兆円
対グローバル比:3.4%

食料・土地・海洋の利用

インフラ・建設環境システム

エネルギー・採掘活動

出所：世界経済フォーラム（2020）”New Nature Economy Report II：The Future Of Nature And Business” 、 AlphaBeta（2020）”METHODOLOGICAL NOTE TO THE NEW NATURE ECONOMY REPORT II: THE FUTURE OF NATURE AND 

BUSINESS” 、 Eora26（2015）、内閣府（2021）「国民経済計算（GDP統計）：年次GDP実額」、内閣府（2022）「令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（閣議決定）概要」 を用いて事務局推計

※1ドル＝ 136.0  円換算

約11.4兆円

（約24.2%）

約9.7兆円

（約20.5%）

約25.9兆円

（約54.9%）

NPへの移行

（自然資本）中心

NPへの移行が追加的に

（同時に）CN化に強く関連

NPへの移行が追加的に

（同時に）CEへの移行

に強く関連

NPへの移行が追加的に（同時に）CN化・CEへ

の移行に強く関連：約0.2兆円（約0.4%）

約13兆円

約10兆円

約25兆円

例：消費段階での
食品廃棄物の削減

循環型経済:自動車・家電・建物、再生可能エ
ネルギーの拡大、ダムの改築 等

住宅シェアリング、エネルギー効率–建物、廃棄
物管理、下水再利用、グリーンルーフ 等

エコツーリズム、有機食品・飲料、持続可能な農
薬・肥料、持続可能な林業、天然漁業管理、
食品廃棄物の利活用 等

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf
https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2020/07/200715-nner-ii-methodology-note_final.pdf
https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2020/07/200715-nner-ii-methodology-note_final.pdf
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2021/r040117mitoshi-gaiyo.pdf
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ネイチャーポジティブ経済への移行が生み出す新たなビジネスチャンスの例（NPE戦略参考資料集より）

出所）World Economic Forum (2020). The Future of Nature and Business,

を元に環境省が作成：

Enabling

Principal ：直接ネイチャーポジティブへの移行に関係するセクター

：移行において鍵となる活動を潜在的に支援できるセクター
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考えられるビジネス機会

・モニタリング・センシング技術、それ

らデータのネットワーク化技術（バ

イオーム、天地人などのベンチャー企

業も含め数多く出ているが、鳥の

目・虫の目レベルをどう使い分ける

か/繋ぐか）

・環境負荷の評価・試験の技術

・自然資本の構成要素（水、土、

大気・・・）へのストック汚染を防ぐ

/浄化する技術

・自然資本の構成要素の使用量を

減らすための技術

・それら技術を、生き物の技術・知

恵を借りて開発（バイオミミク

リー）

（別目的の既存技術の転用例）
フタバ産業の農業事業agleaf®のレーザー除草ロボ、自立走行の実証を開始

資料提供：フタバ産業株式会社



事例：ネイチャーポジティブ×Techベンチャー

ネイチャーポジティブによる経済の実現に向けては、Techベ
ンチャーによる技術活用のブレイクスルーと事業成長が期待
され、以下２つの側面で進んでいる。

①ソリューションの提供
（例：環境移送の分野で、ニーズとシーズのインテグレー

ターとしてソリューションを提供）

②生態系の状態や構造から指針を提供
（例：ビックデータのAI解析により生態系の状態や構造

から分析やシミュレーションを提供）

自然資本は中長期に亘る公共財であり、ルール形成やファ
イナンスや人材側面、アジア等海外での展開の加速が、成
長のカギとなる。

ケーススタディ： ネイチャーポジティブ×テックべンチャー

参照：株式会社イノカ、株式会社シンク・ネイチャー、J-GBF ビジネスフォーラム、Forbes Japan特集
記事等より環境省が作成

（ネイチャーポジティブに挑戦するベンチャー例）
農業 ： 株式会社TOWING、エスペックミック株式会社、株式会社SynecO 他
林業 ： 株式会社GREEN FORESTERS、株式会社エーゼログループ 他
水産業： 株式会社イノカ、ウミトロン株式会社、株式会社フィッシュパス、ウニノミクス株式会社、

合同会社シーベジタブル 他
データ ： 株式会社シンク・ネイチャー、株式会社バイオーム、サグリ株式会社 等

技術の概要：データ分析
（シンク・ネイチャー）
陸海の数十万種のグローバルな生物
分布に基づく生物多様性指標や生態
学の研究者による精緻な分析力を強
みとして、企業のTNFD分析やネットゲ
インの評価、自治体向けのプランニング
などのデータ分析サービスを提供

技術の概要：環境移送技術
（イノカ）
海洋環境を自然に近いかたちで水槽
内に再現する独自の技術「環境移送
技術」をコアテクノロジーとして、海洋生
物に対する影響評価レポートの提供
サービスや、あらゆる事業者が水産資
源を活用した事業・研究を始められる
よう支援するサービス等を提供

ビジネス機会規模：5.8兆円/年
日本におけるNPE移行に伴うビジネス機会の増加額47兆円/年（2030年時点）

※に対し、仮にベンチャーの寄与が５％の場合。
※世界経済フォーラムの推計をもとに環境省推計。

（参考）環境系ベンチャーの時価総額
・ユーグレナ社(2005年創業）は、時価総額860億円（2024年3月1日現在）
・Beyond Meat社（植物ベースの代替肉を販売、米国）は1500億円（2023
年12月現在）

https://towing.co.jp/
https://www.espec.co.jp/
https://www.syneco.inc/
https://greenforesters.jp/
https://a-zero.group/
https://corp.innoqua.jp/
https://umitron.com/ja/index.html
https://fishpass.jp/
https://www.uninomics.co.jp/
https://seaveges.com/
https://think-nature.jp/
https://biome.co.jp/
https://sagri.tokyo/
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令和６年３月
環境省、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省

ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～
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価値創造プロセスの実現に当たって押えておくべき要素（行動指針）

【要素１】まずは足元の負荷の低減を
取組に当たっては、いわゆる「ミティゲーション・ヒエラルキー 」の考え方に則り、まずは事業活動から自
然資本への負荷の回避・低減を十分に検討した上で、それに加えて自然資本にポジティブな影響を与える取組
を検討すること。

【要素２】総体的な負荷削減に向けた一歩ずつの取組も奨励
企業の事業活動全体からの負荷について、総体的な把握・削減を目指すこと。同時に、事業活動と自然との関
係を踏まえつつ、まずは事業の一部分から着手することも奨励されること。

【要素３】損失のスピードダウンの取組にも価値
自然資本に直接にポジティブな効果を生む取組でなくとも、自然資本への負荷の低減もネイチャーポジティブ
に資することから、各企業とそのバリューチェーンにおいて、負荷の最小化と製品・サービスを通じた自然へ
の貢献の最大化を同時に図ることにより、自然の回復力も含めたネイチャーポジティブの実現を目指すこと。

【要素４】消費者ニーズの創出・充足
消費者ニーズを適切に把握するとともにそうしたニーズを創出し、ネイチャーポジティブに資する製品・サー
ビスを市場に提供すること。

【要素５】地域価値の向上にも貢献
ネイチャーポジティブ経営が、地域の生物多様性の保全と地域課題の解決に寄与すること。特に開発行為等に
より自然資本への負荷を及ぼす可能性がある場合には、負荷低減の取組等について、自主的な環境アセスメン
トも含め、地域住民等との丁寧な対話を通じてトレードオフの回避やシナジーの創出を目指すこと。

➢ 自然資本の保全の概念を取り込んだ企業の価値創造プロセスの実現に当たっては、いくつか押さえておくべき要素（行動指
針）がある。これらを満たすための企業のガバナンス改革が行われることで、投資家等から取組が評価されやすくなり、効果的
な価値創造が可能となる。
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ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～

※生物模倣

令和６年３月
環境省、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省
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国の施策によるバックアップ（ネイチャーポジティブ経営への移行に伴う 企業の価値創造プロセスと対応する国の施策）

（１）リスク・機会の認識、リスクの特定・対応
➢ 自然関連データの活用や事例の共有などによる企業の目標設定支援【環境省】
➢ 調達先の選定や複線化に関する協業（サステナブル経営推進プラットフォーム（仮称））【環境省】
➢ 部品・材料調達における再生材や木材などの再生可能資源等への代替の促進【環境省、農林水産省、経済産業省】
➢ 2023年４月のG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合において採択された「循環経済及び資源効率性原則（CEREP ）」等に基づく民間企業

の循環経済移行に向けた対話・行動の促進【環境省、経済産業省】
➢ グリーンインフラ等の地域の自然を生かしたソリューション（Nature based Solution; NbS）による地域の経済発展や気候変動への適応と生

態系維持に貢献する取組の推進【環境省、国土交通省、農林水産省】

（２）機会の特定、創出
➢ スタートアップ企業等が持つネイチャーポジティブに資する技術の活用推進のためのマッチングや情報発信等の実施【環境省】
⚫ 食料・農林水産分野：食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立
⚫ 建設・インフラ分野：社会資本整備や土地利用等において自然環境の多様な機能を活用するグリーンインフラの取組
⚫ 地域・金融分野：ネイチャーポジティブに向けた取組を地域における課題解決やビジネスの機会とする施策

（３）開示・対話を通じた資金呼び込み、継続的な対話によるリスク・機会探索
➢ 生物多様性地域戦略の策定支援【環境省】
➢ 自然共生サイトや支援証明書の検討を通じた地域における企業の自然への貢献や事業における負荷削減の見える化の推進【環境省、農林水産省、

国土交通省】
➢ 地域における自然資本や生態系サービスを定量化し、地方公共団体等と連携した地方創生や地域課題解決へ活用する方策の推進【環境省】

（４）基盤環境整備
➢ 国土の自然関連情報やグリーンインフラに関するデータ基盤の整備や活用【国土交通省】
➢ 代替素材の技術開発やリサイクルシステムの高度化等の循環経済への移行によるビジネス機会の創出【環境省、農林水産省、経済産業省】
➢ 生物多様性に関するISO規格策定への参画、新規提案を行う企業・業界団体等の支援【環境省ほか】
➢ あふの環（わ）2030 プロジェクトによる持続可能な生産消費の促進【農林水産省】
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ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～

「生物多様性と経済活動」ページはこちら↓
https://www.env.go.jp/nature/business/index.html

https://youtu.be/vvAvIlgL2iA

解説動画のURLはこちら↓

「ネイチャーポジ
ティブ宣言登録」
はこちらから↓
https://www.jgbf-
npdeclaration.iucn.jp/proclamation

https://www.env.go.jp/nature/business/index.html
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目次

✓ 生物多様性の「主流化」に向けて

✓ ネイチャーポジティブ経済移行戦略

✓ 企業の行動変容の支援（自然関連財務情報開示含む）

✓ 国内の緑への価値付け
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生物多様性の主流化に関する当面の目標と戦略

【大目標】ネイチャーポジティブの実現（日常生活・事業活動の基盤であるネイチャーの損失の停止と反転）

【主流化の狙い】ネイチャーポジティブ経済の実現
＝資金の流れをネイチャーネガティブなものからネイチャーポジティブなものへ

国内の緑への価値付け企業の行動変容の支援

・活動認定制度の法制化
（TNFD活用支援、中間支援（専門家ﾊﾞﾝｸ･支援ｾﾝﾀｰ）、税制優遇？）

・支援証明書制度の構築
（TNFD活用支援、支援マッチング）

・自然資本の経済価値評価
（地域レベルでのモデル事業、日本全体のデータ更新

→自治体によるPR、地域戦略策定への活用、企業の保全活動促進）

・保全活動支援
（支援事業によるNGO・自治体支援）

各界各層への行動変容呼びかけ

国際枠組みの運用・検討等への適切な対応

・J-GBF構成員による呼びかけ
（NP宣言、NP行動計画）

・必要なアクションに関するJ-GBF主導での議論
（ビジネスF、地域連携F、行動変容WG）

戦略２

・ABS運用・DSI検討参画・生物多様性ISO策定参画・SBT4N/各国政策/国際クレジット等のフォロー→施策深掘り検討

・だいだらポジーの活用
・各種アライアンスの運営
（30by30、森里川海）

戦略１

下支え

地球全体への環境負荷削減 日本の緑の保全・増進
・生活・国力の基盤
・見える・触れる・影響把握支援

（ツール触ってみよう、データPF整備・国際標準化、民間参画GL）

・影響低減方策検討支援
（サステナブル経営推進PF、GL（再）、SBTN目標設定支援）

・ビジネス機会創出支援
（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁ、技術実証、行動変容実証、ﾃﾞｰﾀによる市場創出）

・国内外へのPRの場づくり
（J-GBFビジネスF、G7ANPE、ビジネス貢献プロジェクト等）
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ネイチャーポジティブ経済に関わる主な国際的組織

Business for Nature
影響力のある組織や未来志向
の企業が結集した国際的連合
体であり、各国政府に自然破壊
の回復を求める企業行動を促す
企業の声を届けている。

Nature Action 100
投資家グループが設立。生物多様
性に関する企業行動のビジョンを明
確にすることを目的としている。

Nature Positive Initiative
自然保護団体、研究所、ビジネス及
び金融連合27団体が設立。「ネイ
チャー・ポジティブ」の定義、完全性、
使用に関する調整を推進している。

生物多様性及び生態系サービスに関する
政府間科学-政策プラットフォーム (IPBES)

生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、
科学と政策のつながりを強化する政府間組織。気候変動の
IPCCのネイチャー版。 「科学的評価」、「能力養成」、「知見生
成」、「政策立案支援」の４つの機能を活動の柱としている。

生物多様性条約 (CBD)
「生物多様性の保全」「生物多様性の構成要素の持続可
能な利用」「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分」を目的としている。1993年発効。

世界経済フォーラム(WEF)
官民両セクターの協力を通じて
世界情勢の改善に取り組む国
際機関。政界、ビジネス界、及
び社会におけるその他の主要な
リーダーと連携し、世界、地域、
産業のアジェンダ(「自然と経済」
を含む)を形成している。

持続可能な発展のための世
界経済人会議 (WBCSD)
200を超える世界の大手企業か
らなる、CEOが率いるコミュニティ。
「ネット・ゼロ」、「ネイチャーポジ
ティブ」、「格差のない将来」に必
要とされるシステム変革を加速さ
せるために協働している。

自然関連財務情報開示タスクフォース (TNFD)
企業や金融機関が自然への依存度や影響を評価、管理、
報告するための民主導の枠組。自然関連のリスクの測定・
公表により、世界の資金フローを自然環境に対してポジティ
ブにしていくことを目指している。

国際自然保護連合 (IUCN)
自然及び天然資源の保全に関わる国家、政府
機関、国内及び国際的非政府機関の連合体。
全地球的な野生生物の保護、自然環境・天然
資源の保全の分野で専門家による調査研究を
行い、関係各方面への勧告・助言、開発途上地
域に対する支援等を実施している。

Partnership for 
Biodiversity Accounting 
Financials (PBAF)
金融セクターにおける生物多様性の
影響と依存性評価の基礎となる一
連の世界的に調和された原則(要
件と推奨事項)「PBAFスタンダード」
と関連するガイダンスの策定を目的と
している。

Science Based Targets Network
国際的な45以上の組織で構成。生物多様性、気候、淡
水、土地、海洋といった自然のあらゆる側面を対象に統合し
たSBTs for Natureの開発を通じ、企業等が科学的な知
見に基づいた目標設定ができるよう支援している。

国際サステナビリティ基準審査会 (ISSB)
投資家と金融市場のニーズに焦点を当てた、高品質で包
括的なサステナビリティ開示の世界的なベースラインとなる基
準を策定している。

ISO TC331
ISOの専門委員会であり、
生物多様性分野の標準
化を進めている。

Global Reporting Initiative (GRI)
組織が経済・環境・社会に与える多様なインパクトについて
情報提供する際の、国際的なベストプラクティスを反映した
規準を策定している。

Finance for Biodiversity 
Foundation (FfB)

署名金融機関やパートナー団体へ
の貢献のため、ワーキンググループ(企
業エンゲージメント、影響評価、公
共政策アドボカシー、目標設定)を
通じた金融機関間の行動喚起と協
力を支援を目的としている。

気候変動リスクに係る金融当局
ネットワーク (NGFS)

気候変動リスクへの金融監督上の
対応を検討するための中央銀行及
び金融監督当局の国際的なネット
ワーク。金融セクターにおける環境
(自然を含む)・気候リスク管理の発
展や、持続可能な経済への移行を
金融面からサポートすることを目的と
している。

CDP
投資家の要請を集約し、企業に環境情報の開示を促すた
めの、 世界規模の情報開示システムを運営している。

ビジネス 金融

推進

支援

支援

推進

開示
要請

開示
要請

参画 参画

開示基準
の提示

開示
枠組み
提示

連携

整合

連携

連携

参画
エンゲー
ジメント

評価
支援

評価
支援

移行
支援

目標整合

科学的支援

目標設定
枠組み提示

ビジネス
アセスメント
(検討中)

規格発効 (予定)

開示基準
の提示

開示基準
の提示

開示基準
の提示

目標設定
枠組み提示

開示
枠組み
提示
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TNFDの開発経緯

✓ 2019年１月：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想。
５月：G7環境大臣会合（フランス）において、タスクフォース立ち上げを呼びかけ。

✓ 2020年７月：グローバル・キャノピー、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融
                    イニシアチブ（UNEP FI）、WWFの4機関によりTNFD 非公式作業部会
                   （IWG）の結成を公表。（フランス政府と環境省での打合せ）
✓ 2021年１月：マクロン大統領（フランス）による支持。

３月：TNFD Draft Technical Scope公表

✓ 2021年６月：共同議長としてロンドン証券取引所グループ（LSEG）のDavid Craig氏と
                     CBD事務局のElizabeth Maruma Mrema氏の就任を表明し、

TNFDのローンチを宣言。
             ９月：TNFDのフレームワークを推進するタスクフォースとそれを支援するTNFD
                      フォーラムを立上げ（環境省も参加）
✓ 2022年３月：フレームワークのベータ版0.1を公表
✓ 2023年３月：フレームワークのベータ版0.4を公表
              4月：G7札幌環境大臣会合で、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスを設立
              6月：G7アライアンスにて、情報開示に関するディスカッション・ペーパを公開

９月: フレームワークのｖ1を公表



【タスクフォース構成】
AXA、ブラックロック、BNPパリバ、マニュライフ・インベスト・マネジメント等の投資責任者
※日本からはMS&AD 原口氏、農林中央金庫 秀島氏が参加

TNFDの現在の状況

1.自然関連リスクの定義

2.利用可能データの検討

3.基準や測定方法検討

4.枠組みのベータ版開発

5.パイロットテストと統合

◼ タスクフォース：情報開示の枠組を検討するメンバー。５大陸18カ国から40名が参加。
◼ フォーラム：ステークホルダーとしてタスクフォースをサポートし、クロスセクターの専門知識を提

供する約1,600の企業・機関・団体等が参加。 （2024年8月20日時点）

地域 No. 国 参加者数 地域別数

欧州

1 イギリス 6

20

2 スイス 4

3 フランス ４

4 オランダ 1

5 スエーデン １

6 ノルウェー ２

７ スペイン １

８ ドイツ 1

米州

９ アメリカ 7

11
10 ブラジル 2

11 メキシコ 1

12 コロンビア 1

アジア
太平洋

13 オーストラリア 3

8

14 日本 ２

15 インド 1

16 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ １

17 香港 1
アフリカ 18 南アフリカ 1 1

合計 18 40 40

金融機関

16社

40%企業

17社

42％

会計・格付・証券

7社

21%

【ワーキンググループ】
タスクフォースメンバーは以下の
５ワーキンググループの少なくとも
１つに所属、TNFD枠組開発を進める

【フォーラムメンバー】

日本251者／全世界計1598者

※日本からの参加者数は英国に次ぐ世界２位

※2024年8月20日時点

＜内訳＞
【金融・保険等】 43者
【製造業等】 149者
【その他】 55者
【官公庁】
金融庁、環境省、国交省、農水省

◆ 枠組開発に向けてTNFDへ効果的
な改善提案を行うため、2022年に
フォーラムメンバーで、「TNFD コンサ
ルテーショングループ・ジャパン
（TNFD日本協議会）」を設置。
経団連自然保護協議会が招集者。
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TNFD V1.0 2023年9月18日【NY時間】発表

■TNFD（自然関連財務情報開示タ
スクフォース）はTCFD（気候関連財
務情報開示タスクフォース）の自然版。

■企業情報開示を通じて資金の流れを
変えることを目指す枠組み。

■あらゆる規模の企業と金融機関が、
自然関連課題を特定・評価・管理し、
そして（適切な場合は）開示するためのリス
ク管理と開示の枠組み。

■TCFDと整合した4つの柱と14項目の
開示を推奨
＜柱ごとの開示項目例＞

- ガバナンス：取締役会の監督など
- 戦略：短中長期の依存・影響・リスク・機会など
- リスクとインパクト：特定する組織的プロセスなど
- 目標設定：管理プロセスなど

■ISSB・GRI等との整合を重視

ＴＮＦＤ開示のための提言書

ＬＥＡＰ

セクター別ガイダンス バイオーム別ガイダンス

シナリオ分析

ターゲット設定

ＴＮＦＤを始めるには

①コアセクター指標
②コアグローバル指標
③追加的な指標

先住民族、地域社会と影響を受けるス
テークホルダーとのエンゲージメント

・Locate:自然との接点を発見する

・Evaluate:依存と影響を診断する

・Assess:リスクと機会を評価する

・Prepare:開示を準備する

（出所）TNFDウェブサイトより作成
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1
LEAPアプローチとは

TNFDが推奨するLEAPアプローチとは

• LEAPアプローチは、自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リスク、機会など、自然関連
課題の評価のための統合的なアプローチとして、TNFDにより開発されました。

• LEAPアプローチでは、スコーピングを経て、Locate（発見する）、Evaluate（診断する）、
Assess（評価する）、Prepare（準備する）のステップを踏み、TNFD情報開示に向けた準備を行い
ます。

• LEAPアプローチは、TNFDが推奨するステップであり、実施は必須とされていませんが、パイロッ
トテストの結果からも有効とされています。

Evaluate
（診断する）

Assess
（評価する）

Prepare
（準備する）

Locate
（発見する）

Scoping
（スコーピング）
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1
LEAPアプローチとは

LEAPアプローチのステップと質問項目

目標とリソースの調整作業の仮説を立てる

スコーピング

診断する（Evaluate）
依存とインパクト

E1
環境資産、

生態系
サービスと
インパクト

ドライバーの
特定

E2
依存と

インパクトの
特定

E3
依存と

インパクトの
測定

E4
重要性の

インパクト評
価

自社のどのインパクトが重
要か。

自然に対する依存やイン
パクトは何か。

分析対象となるセクター、
ビジネスプロセス、活動は
何か。どのような環境資産、
生態系サービス、インパク
トドライバーが、これらのセ
クター、ビジネスプロセス、
活動、評価対象地域と関
連しているのか。

自然への依存規模、や範
囲はどの程度か。
自社が自然に与えるマイ
ナスのインパクトの重要度
はどの程度か。自社が自
然に与えるプラスのインパ
クトの規模と範囲はどの程
度か。

評価する（Assess）
リスクと機会

A1
リスクと機会

の特定

A2
既存リスクの

軽減と
リスクと

機会の管理
の調整

A3
リスクと

機会の測定と
優先順位

付け

A4
リスクと

機会の重要
性の評価

どのリスクと機会が重要で
あり、TNFDの開示提言に
沿って開示する必要があ
るか。

どのリスクと機会が優先さ
れるべきか。

既存のリスクを軽減し、リ
スクと機会を管理するプロ
セスと要素で、すでに適用
しているものは何か。
リスクと機会の管理プロセ
スと関連要素（例えば、リ
スクタクソノミー、リスクイン
ベントリ、リスク許容度基
準)をどのように適合させる
ことができるか。

自社の組織に関連するリ
スクと機会は何か。

準備する（Prepare）
対応し報告する

P1
戦略と

リソース
配分計画

P2
ターゲット設

定
および

パフォー
マンス管理

P3
報告

P4
公表

自然に関する開示はどこ
で、どのように提示するの
か。

TNFDの開示提言に沿って、
何を開示するのか。

どのようにターゲットを設
定 し
進捗度を定義・測定する
のか。

この分析の結果、どのよう
なリスクマネジメント、戦略
および資源配分が決定さ
れるべきか。

発見する（Locate）
自然との接点

L1
ビジネスモデ

ルと
バリュー

チェーンの
範囲

L2 
依存と

インパクトのス
クリーニング

L3
自然との

接点

L4
インパクトを受
けやすい地
域との接点

セクター別および
バリューチェーン別の
自社組織の活動は何か。
直接的操業している
拠点はどこか。

これらのセクター、バリュー
チェーン、直接的操業のう
ち、自然への依存やインパ
クトが中程度または高い可
能性のあるものはどれか。

中程度または高い依存とイ
ンパクトを持つ可能性のあ
るセクター、バリューチェー
ン、直接的操業はどこにあ
るか。
直接的操業や、依存が中
程度でインパクトの大きい
バ リ ュー チ ェー ン や セ ク
ターは、どの生物群系や特
定の生態系と接点を持って
いるか。

バリューチェーンやセクター
において、依存やインパクト
が中程度または高い組織の
活動のうち、生態学的に影
響を受けやすい場所はどれ
か。
また、直接的操業のうち、ど
の拠点が生態学的に影響を
受けやすい場所にあるか。

先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

組織の潜在的な自然関連の依存、インパクト、リスクおよび機会に関する仮説を創出し、LEAP評価のパラメータを定義し、経営層と評価チームが目標とスケ
ジュールについて一致していることを確認するため、内部および外部のデータと参考情報源を素早くハイレベルで事前調査すること。

シナリオ分析

組織における重要な自然関連の依存、インパクト、リスク、機会がありそ
うな活動は何か？

組織内の現在のキャパシティ、スキル、データのレベル、および組織の目標を考慮し
た上で、アセスメントを実施するために必要なリソース（財務、人材、データ）と時間配
分を検討し、合意する。

レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
リ
ピ
ー
ト

レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
リ
ピ
ー
ト

出所：Recommendations_of_the_Taskforce_on_Nature-related_Financial_Disclosures,_September_2023 (tnfd.global)よりEY仮訳・作成

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations_of_the_Taskforce_on_Nature-related_Financial_Disclosures_September_2023.pdf?v=1695118661
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1
全体像

2023年9月18日にTNFD最終提言v1.0が発行

ガイダンスの構成要素 概要

Getting started with adoption of 
the TNFD Recommendations

• v1.0で新規導入されたガイダンスであり、TNFDをスタートする上で考慮すべき主要ステップと、
TNFDの4つの柱に沿った評価および開示を準備するための実務的な対応方法が記載されている

TNFD開示提言
Recommendations of the Taskforce on Nature-
related Financial Disclosures

• TNFD開示提言の解説および追加ガイダンスの概要、自然関連の依存関係、影響、リスク、機会の測
定について記載されている、附属書では、開示指標の例が示されている

LEAPアプローチ追加ガイダンス
Guidance for identifying and assessing nature-
related issues (the LEAP approach)

• TNFDにより開発された自然関連課題の評価のための統合的なアプローチ（LEAPアプローチ）のス
テップごとの解説がされている

バイオーム追加ガイダンス
Guidance on biomes

• 特定の種類の生態系（バイオーム）における自然関連の依存関係、影響、リスク、機会の特定、評
価、開示について記載されている

SBTs for Nature追加ガイダンス
Guidance for corporates on science-based targets 
for nature

• Science-Based Targets for Nature（SBTs for Nature）設定のための5つのステップについて、
概説および各ステップで必要となるデータ要件等について説明している

シナリオ分析追加ガイダンス
Guidance on scenario analysis

• シナリオ分析の手法として、参加型ワークショップ主導の4段階のアプローチについて解説がされて
いる

ステークホルダーとのエンゲージメ
ント追加ガイダンス
Guidance on engagement with Indigenous Peoples, 
Local Communities and affected stakeholders

• 自然関連の依存関係、影響、リスク、機会の評価と管理に関連する、企業や金融機関による先住民、
地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダーとの有意義なエンゲージメントに関するガイダ
ンス

‣ ガイダンスの全体構成：TNFD開示提言に関する全般的なガイダンス（および概要版）をベースとして、追加ガイダンス
が7個、ディスカッションペーパーが3個公表された、セクター別ガイダンスは現時点で金融機関向けのみ

注目ポイント 概要

LEAPアプローチの主要変更点 • （スコーピング）フェーズの簡易化、（Locate）自然の依存・影響の中・高程度におけるスコーピ
ングの実施およびセクター・バリューチェーン・地理的位置の3つのフィルターの追加、
（Evaluate）マイナス・プラス影響の分析実施、（Assess）リスクと機会の管理プロセスと関連要
素の適合

TNFD開示項目の主要変更点 • 「リスクと影響の管理D」が削除され、「ガバナンスC」が追加された
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2
各種ガイダンスについて

Guidance on biomes

• バイオームとは、熱帯雨林、外洋、砂漠、湖など、世界中の様々な場所に存在する生態系のことを
指す。一般的に、平均降雨量と気温のパターンに応じて生息する植物の種類によって定義される。
多くのバイオームは複数の領域にまたがっており、多くのビジネス拠点と接点を持つ。

• 本ガイダンスでは、特定の種類の生態系（バイオーム）における自然関連の依存関係、影響、リス
ク、機会の特定、評価、開示について記載されている。

▶ 各バイオームの紹介

▶ バイオームおよびそれらが提供する生態系サービスに

対するセクターおよび事業活動のマッピング

▶ LEAPの各段階におけるバイオームに関する具体的な

追加ガイダンス

▶ バイオーム特有の影響、依存関係、リスクおよび機会

の例示

▶ 各バイオームのインディケーターとメトリックス

▶ 評価に役立つ業界標準やその他のツール、フレーム

ワーク、データソースへの言及

ガイダンスの内容

バイオーム

環境資産

生態系

サービス

領域 土地 淡水 海洋 大気

図 自然を理解するため
の基本的概念の概要

出所：Guidance_on_biomes_v1, September 2023, TNFDに一部追記

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/09/Guidance_on_biomes_v1.pdf?v=1695138252
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2
各種ガイダンスについて

Guidance for corporates on science-based 
targets for nature

• TNFDは、企業がTNFD開示提言を適用して目標を設定する場合、 SBTN （Science Based Targets 
Network)が開発した手法を使用することを推奨している。また、設定した目標に向け行動をとり、進
捗と実績を測定することを推奨している。

• 本ガイダンスは、TNFDとSBTN（Science Based Targets Network）の共著となっており、SBTNに
よる科学的根拠に基づく自然関連目標（Science-Based Targets for Nature；SBTs for Nature）設定
のための5つのステップについて、概説および各ステップで必要となるデータ要件等について説明して
いる。

• SBTs for NatureのSTEP3またはSTEP5まで完了することで、TNFDの開示推奨事項「指標と目標C」
に使用できるとしており、またLEAPの各段階のステップは、SBTNの目標設定に役立つとされている。

図 目標設定に関するTNFDとSBTNの基本的な一致点

出所：Recommendations_of_the_Taskforce_on_Nature-related_Financial_Disclosures,  September 2023, TNFDを基にEY作成

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations_of_the_Taskforce_on_Nature-related_Financial_Disclosures_September_2023.pdf?v=1695118661
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2
各種ガイダンスについて

Guidance on scenario analysis

• シナリオ分析は、TNFD開示推奨項目の「戦略C」およびLEAPアプローチの「Assess」フェーズ
に該当するリスク評価ツールに位置づけられているが、LEAPのすべての項目に情報提供可能とさ
れている。

• 自然シナリオは気候シナリオと異なり、1.5℃目標のような地球規模の単一的に合意された指標が
ないため、さまざまな不確実性を説明しながらもっともらしい未来を設定する探索的なシナリオ
となっている。（気候のようなバックキャスト型とは異なる）

• TNFDのシナリオへのアプローチは、2つの重要な不確実性「生態系サービスの劣化（物理リスク
関連深い）」「市場原動力と非市場原動力の一致（移行リスクと関連深い）」を組み合わせ、
2×2のマトリクスで4つのもっともらしいシナリオを検討することができる作りとなっている。

▶ 追加ガイダンスでは、参加型ワークショップ主導の4段階のアプ

ローチについて解説がされており、ワークショップは半日の実

施からでも予備的仮説を生み出すことの可能な設計となってい

る。

Step 1:
関連する原動力の

特定

Step 2:
不確実性軸に
沿った事業や
施設の配置

Step 3:
シナリオのス
トーリー描写

を使用

Step4:
ハイレベルな
ビジネス上の
意思決定の特

定

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
劣
化
（
（
物
理
リ
ス

ク
）
軸

市場原動力と非市場原動力の一致（移行リスク）軸

気候対策の積極的な
進展により、自然へ
もプラスとなる政策
や環境への転換が加

速

緊急かつ重大なビジネ
ス・リスクが広く経験
される自然危機の環境

炭素削減は有意義な進
展がみられるが、自然
への優先順位は低い

環境資産は急速に劣化
しているが、政治と金
融の対応は遅く、広範
で体系的な行動を推進
することができない

図 TNFDの重大な不確実性マトリックス

図 シナリオ分析の段階的アプローチ

出所：Guidance_on_scenario_analysis_V1, September 2023, TNFDに一部EYが追記 出所：Guidance_on_scenario_analysis_V1, September 2023, TNFDを基にEY作成

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/09/Guidance_on_scenario_analysis_V1.pdf?v=1695138235
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/09/Guidance_on_scenario_analysis_V1.pdf?v=1695138235
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2
各種ガイダンスについて

Guidance on engagement with Indigenous 
Peoples, Local Communities and affected 
stakeholders• 自然に関する依存関係、影響、リスク、機会の評価、管理、開示のために、企業や金融機関が先

住民族、地域コミュニティ、影響を受ける人々、その他のステークホルダーと有意義な関わりを
持つことを支援することを目的に作成されたガイダンス

• このガイダンスによりTNFD開示推奨事項の「ガバナンスC」に対応することとなる

表 ガイドラインの概要

項目 概要

LEAPアプローチにおけるス

テークホルダーエンゲージメン

ト

LEAPアプローチの各ステップに対して、重要なステークホルダーエンゲージメントのための質問例が

記載されている

誰を関与させるか 先住民族、地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダー、少数民族が挙げられ、それぞれの特

徴について解説されている

エンゲージメントとデューディ

リジェンス基準

エンゲージメントは、人権や環境デュー・ディリジェンスの一環として、先住民や地域コミュニティ、

影響を受けるステークホルダーの権利に対する統合的なアプローチの下地となることが記載されてい

る

エンゲージメントの準備 先住民や地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダーと関わる前に、組織が適切な方針、プロ

セス、システム、戦略を備えていることが重要としている

エンゲージメントの設計と実
施

影響を受けるステークホルダーとその正当な代表者が特定後、彼らにエンゲージメントプロセスの設

計に参加してもらうことができ、組織が自然への依存関係、影響、リスク、機会を評価するために

LEAP アプローチを適用する際に特に関連するとしている

行動とフィードバックのための
システムへのエンゲージメント

組織が自然関連課題への対応を準備する際の重要事項について記載されている
組織は、エンゲージメント・プロセスのガバナンスの一環として、公式で説明責任のある内部プロセ
スや、コミットメントや合意事項を定期的に追跡・報告する仕組みを設けるべきとしている
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TNFD 今後の動き～フェーズ１からフェーズ２ヘ

◼ 2019年１月：世界経済フォー
ラム年次総会（ダボス会議）で
着想。

◼ 2021年6月：ＴＮＦＤのローン
チを宣言

◼ 2022年3月：フレームワークの
ベータ版0.1を公表

◼ 2022年6月v0.2、11月v0.3、
2023年3月v0.4と開発され、 
2023年9月最終版が公表された。

◼ 今後の優先課題
・追加ガイダンス（セクター別・バ
イオーム別）の作成

・その他の基準、報告イニシアティ
ブとの整合やインプット

・企業の開示の為のキャパビル支援
・データと分析の利用可能性と質
・シナリオ分析
・事例研究と開示事例 その他

グローバルな政策目標やグローバ
ルなサステナビリティ報告のベー
スラインとの整合性が重視され開
発が行なわれている。→
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TNFD 今後の動き～フェーズ１からフェーズ２ヘ

データの利用可能性とそのクオリティに課題

↓

自然関連のパブリックなグローバ
ルデータファシリティの設計と立
ち上げを推進

セクター別及びシナリ
オガイダンス等の開発

企業開示促進のための
キャパビル支援

各種イニシアティブとの
整合およびインプット
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TNFDの日本の参画状況

◼ ５大陸18国40名のTNFDタスクフォースメンバーのうち、日本からは原口真
氏（MS＆ADインシュアランスグループ）秀島弘高氏（農林中金）の２名が参
画。

◼ ナレッジパートナー（ISSB、CDP等全20団体）に東京大学ＧＣＣ（グローバル
コモンズセンター）が参画。

◼ 環境省は金融庁とともに令和３年12月にフォーラム参加。国交省、農水省
が、令和５年４月にフォーラム参加。

◼ データキャタリストイニシアティブ（全127団体）に、NEC、バイオーム、イノカ、
東北大学等7団体が参画。

◼ 2022年６月、「TNFD日本協議会」が設置。2022年10月には、経団連自然保
護協議会が招集者に。

◼ 約1600フォーラムメンバーのうち、日本からは大手事業会社や金融機関を
中心として251団体が参加。（令和6年8月20日現在）
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TNFD Adoptersは日本企業が世界最多

の採用

等に

として登録

世界経済フォーラム

早期

• 2024/2025会計年度において財務諸表等に沿ったTNFD統合開示を公表予定として登録した企業

（TNFD Adopter）は、2024年８月現在、世界で423社が表明している中、日本は113社となり、

世界最多となっている。

資料：TNFD Websiteより環境省作成

113

59

21 20 17 13
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Science Based Targets （SBTs） for Natureとは

◼ Science Based Targets（SBTs） for Natureは、バリューチェーン上の水・生物
多様性・土地・海洋が相互に関連するシステムに関して、企業等が地球の限界内で、社
会の持続可能性目標に沿って行動できるようにする、利用可能な最善の科学に基づく、
測定可能で行動可能な期限付きの目標である。

◼ 2023年一部公開後もSBTs for Natureの設定手法の開発が継続される。

タイムライン

2025年まで
気候SBTの進捗に基づき、水、土地、生物多様性、海

洋に関するSBTの幅広い採用を目指す

2023年５月現在
2023年5月に、「STEP1&2」および「淡水」の

v1.0、さらに「土地のv0.3」がリリース

（出所）SBTNのミッションより作成

趣旨、目的等 組織

• 気候変動に関するSBTs設定及びその実行を推進
するSBTイニシアチブ（SBTi）が既に進みつつある
が、自然に焦点を置いたSBTs for Natureの設定
手法が検討されている。

• SBTs for Natureによって企業は、生物多様性等
の関連する国連の条約や持続可能な開発目標
（SDGs）に沿った行動ができるようになる。

• 45以上の組織で構成されるScience Based 
Targets Network （SBTN）が中心となって
SBTs for Natureの設定手法を開発している。
SBTNは、気候に関するSBTiの機運に乗じ、地球シ
ステム全体に関する目標設定への企業の需要に対
応して2019年に設置された。
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SBTs for Nature「企業向けの初期ガイダンス」

◼ SBTNは2020年9月にSBTs for Natureの企業向けの初期ガイダンスを公表した。
自然の損失を食い止めるため企業が貢献する意味を示すとともに、企業が理解を深める
ための5つのステップを示している。

1

分析・評価

2

理解、優先順位付け

3

計測、設定、開示

4

行動

◼ マテリアリティ分析・評価を実施

◼ バリューチェーンの調査・マッピング

◼ 影響の範囲を特定

◼ 場所の優先順位付け

◼ ベースラインを測定

◼ モニタリング計画を開発

◼ 目標を設定

◼ ベースラインと目標を開示

◼ 回避

◼ 軽減

◼ 修復・再生

◼ 変革

5

追跡

◼ モニタリング

◼ 報告

◼ 検証

自身の企業の自然に対する最も重要な
影響及び依存、及びそれらがバリュー
チェーンのどこで発生しているかを評価・特
定する

Step１の結果を解釈し、今日から行動
を始められる影響領域の中の様々な場
所を優先順位付けする

様々な場所で必要な行動の「量」の決定
を開始するため、SBTNの測定枠組み案、
及びSBTs又は暫定目標に関する利用
可能なガイダンスを用いる

目標を実現させるためのしっかりした計画
の開発を開始するため、SBTNの行動枠
組み（AR3T）、及び実施のためのベスト
プラクティスを用いる

進捗をモニターし、必要があれば戦略を適
応させ、進捗を一般に開示する

アウトプット：企業の「環境フット
プリント」の初期推計、及び目標
設定のための潜在的な課題分野
及び位置付けのロングリスト

アウトプット：目標設定のための
場所の「ショートリスト」に加えて、
それぞれに必要な取組の量の初
期の値

アウトプット：ベースライン及び目
標の記述、目標を達成する予定、
及び期限付きの行動プログラム

アウトプット：優先的な場所での
しっかりした行動計画

アウトプット：とる行動に関する内
部の知識及び公への報告；その
成果を達成する行動；及び成
功要因

（出所）「SCIENCE-BASED TARGETS for NATURE Initial Guidance for Business」（SBTN、2020）より作成
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SBTs for Natureの５つのステップ

（出所）「SCIENCE-BASED TARGETS for NATURE Initial Guidance for Business」（SBTN、2020）より作成
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環境経営の枠組と新規枠組みの関係

環境マネジメントシステム（ISO14001, エコアクション21等）
・環境方針、体制 ・目的設定（優先順位付け）

・目標設定、施策・活動計画 ・情報開示、見直し

気候変動対策 生物多様性の保全

科学的目標設定（SBT）

財務情報開示（TCFD）

科学的目標設定（SBTs for Nature）

財務情報開示（TNFD）

◼ 企業によるTNFD、SBT for Nature等への対応は、これまでの環境経営の
枠組みとの整合が重要

➢ 企業において既に実施されている環境経営の枠組みの活用
➢ 生物多様性に配慮した経営の高度化（国際的枠組の活用）

2015年の改定
・生物多様性に関する記述
・「組織が環境に与える影響」に「環境が企業に与える影響」を追加

ISO

TC331



ISSBの設立と目的

IFRS財団監視委員会

IFRS財団評議員

IASB ISSB

公的説明責任

ガバナンス、
戦略と統治

独立した基準設定、
関連活動

IFRS
諮問

委員会

【組織体制】
（役割）

◼ 国際会計基準の設定主体であるIFRS財団は、2021年11月、国際サステナビリティ基準を策
定するためにISSB（国際サステナビリティ基準審議会）を設立。公開草案によるパブリックコメン
トを経て、2023年6月末に最初のグローバルなサステナビリティ開示基準として全般的要求
事項（S1号）及び気候関連開示（S2号）を公表。

◼ 国内では、2022年７月に財務会計基準機構（FASF）の下に正式に設立されたサステナビリ
ティ基準委員会（SSBJ）において、国際的な意見発信や、ISSBの基準を踏まえた国内基
準の検討を実施中。

出所：IFRS財団 HP、金融庁HP、SSBJ HPを基に環境省作成

✓設立経緯：IFRS財団の評議員会は2021年11月3日
COP26において、ISSB（国際サステナビリティ基準審
議会）の設立を発表

✓目的：企業のサステナビリティ開示の一貫性と、比較可能
性を向上させるため、気候変動リスク等のサステナビリティ
情報開示の国際基準策定を目指す

ISSBにおける次のアジェンダの議論

✓ ISSBでは、2024年以降の２年間におけるアジェンダの
優先度に関し、市場に対して広く「情報要請」を実施
（2023年9月1日締切済）。

✓ リサーチ・プロジェクトとして挙げられたのは以下４つ。
（１）生物多様性、生態系及び生態系サービス
（２）人的資本
（３）人権
（４）報告における統合プロジェクト

✓なお、本情報要請に関しては、G７広島サミットにおける首
脳コミュニケにおいて、「我々はまた、ISSBによる、その作業
計画の市中協議に沿った、生物多様性及び人的資本に
関する開示に係る将来の作業に期待する。」旨が盛り込
まれている。

ISSBにおける国際サステナビリティ基準の検討について
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ISSBコンサルテーションへの環境省の対応

• 国際会計基準（IFRS）財団傘下のISSBは、パブリックコメント等を経て、2023年６月26日に

サステナビリティ開示基準のS1（全般的要求事項）とS2(気候関連の具体的な開示）を公表。

• 次の基準（S3）のテーマに関し、９月１日締め切りでパブリックコメント。

• 提示されていたテーマ候補は、「生物多様性」「人的資本」「人権」「統合報告」。

• 政府全体としては、いずれも重要としつつも「人的資本」優先。

• 環境省は、金融庁と調整の上、自然資本関連のサステナビリティ開示基準策定に向けた調査には

早期に着手すべき旨の意見提出を行った。

• ISSBは2024年４月23日、”risks and opportunities related to nature and human capital”に

ついてのリサーチプロジェクトを開始することを発表。

●環境省コメントのポイント

・自然資本関連のISSB基準策定にはかなりの時間を要することが想定されるため、中期的にアジェン
ダとなることを見据え、リサーチには早めに着手されることが望ましい。

・その際、プロジェクト名について、企業の対応しやすさの観点から、”biodiversity, ecosystems 
and ecosystem services”よりも広く、”自然（nature）”又は”自然資本（natural capital）”
とすることが望ましいと考える。
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自然関連財務情報開示のためのワークショップ
（通称：ツール触ってみようの会）

◼ 自然関連財務情報の開示を目指す企業を対象として、TNFD の大枠の要求事項や、実際の開示作業に活用可能
なツール、その位置づけを理解するためのワークショップを開催。ベーシック編：９月15日、10月31日、アドバンス編：

11月29日、12月19日、１月15日

◼開示の重要性についての投資家目線での講義の後、目線で企業と自然との接点の分析に活用可能なツールにつ
いて利用を実践（主な紹介ツール：ENCORE、IBAT、Aqueduct、Global Forest watch等）。

◼早期の情報開示を目指す企業向けの「アドバンス編」では、エコロジカルフットプリントとLIME3の実践、意
見交換、開示に向けた課題の洗い出しを行った。最終回にはTNFD参画の粟野美佳子氏も登壇し、IRや経営企
画部門の巻き込みが重要であることなどのメッセージ。
◼ アーカイブ動画も公開し、裾野の広がりを狙う。アーカイブ動画・資料→

【第１回（9/15）開催の様子】 参加企業の声

ベ
｜
シ
ッ
ク
編

•自然情報開示の必要性、自然への影響を可視化することの重要性、生物多様性への取組の重要
性について理解できた。
•情報開示に必要なベーシックな情報を網羅的に理解できた。初心者にもわかり易い内容だった。
•このような形で基礎情報を広く共有すると各社の取組が促進されるのでどんどん進めて欲しい。
•使える分析ツールが良く理解できた。ツールの実践などもあり、とても勉強になった。
•一方的ではない実際に手を動かす活動は企業担当者として大変助かる。
•自然関連情報開示の基礎的な内容から、投資家の方目線での貴重なお話を聞くことができ、非
常に勉強になった。

ア
ド
バ
ン
ス
編

•評価指標に悩んでいたため、生物多様性の定量評価の手法の解説は、大変参考になった。
•定量評価を行うことで、社内理解を拡げ、さらに事業戦略につなげることがきると感じた。
•良いグループワークが良い理解の促進につながった。
•大変充実した内容で、類似の業務に従事している方とお話しする機会もいただけてよかった。
•ツールを先に使ってみることでそれが完璧なものではないことに気付き、その先にある本質的
な議論や関係者とのヒアリングが大事だと理解することができた。
•他業種の悩み事、アドバイスを聞けたことを含めて、貴重な機会となった。開示に向けた後押
しとして前向きに受け止めている。

https://youtu.be
/T0vJ7synOdU

https://youtu.be/T0vJ7synOdU
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生物多様性民間参画ガイドライン 第３版の公表

改訂

◆ 企業を取り巻く国内外の最新の動きを紹介（経済との関わり、昆明・モント
リオール生物多様性枠組、国家戦略、目標設定、情報開示等）

◆ 「基本的プロセス」を明確にし、プロセスごとに取組の内容を解説

◆ 定量的な影響評価・目標設定の方法と具体的な指標、情報開示の

方法、SBTs for Nature ・TNFD 等に関し、実際の事例とともに紹介

◆ Q&A 集として、中小企業、金融機関を含む実務担当者へのアドバイ

スなどをまとめて紹介

第３版公表
（2023年４月）

ご氏名 ご所属 役職

可知 直毅 東京都立大学プレミアムカレッジ 特任教授

日比 保史 (一社)コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 代表理事

足立 直樹 (株)レスポンスアビリティ 代表取締役

伊坪 徳宏 東京都市大学　環境学部 教授

椛島 裕美枝 イオン(株) 環境・社会貢献部マネージャー

櫻本 惠 アセットマネジメントOne(株) エグゼクティブESGアナリスト

松原 稔 りそなアセットマネジメント(株) 執行役員 責任投資部部長

饗場 崇夫 経団連自然保護協議会 企画部会長

■民間参画ガイドライン改訂検討会のメンバー（8名）

第３版

• 企業が生物多様性の保全や自然資本の持続的利用、すなわち持続可能な経営を目指す際に参考
としていただけるよう、2009年より環境省において「生物多様性民間参画ガイドライン」を作成。

• 国内外の最新動向を踏まえ５年ぶりに改訂を行い、 2023年４月に第３版を公表。
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環境省初の生物多様性ビジネスマッチングイベントの開催

◼経団連自然保護協議会様と共催し、2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）のビジネスフォーラムの活

動の一環として実施。（2023年3月9日、12月5日）

◼ 技術を持つ中小ベンチャーが、第１弾は12社、第２弾は16社が出展。各回150-200人が参加。
2023.12出展企業名 概要

株式会社イノカ 生態系を水槽内に再現する『環境移送技術』

株式会社インバックス 持ち出さない、持ち込まない、そこにある土砂を資源化ー環境に優しい固化・改質技術ー

株式会社笑農和 スマート農業機器ｐａｄｉｔｃｈを活用した中干し延長によるＪクレジットの取組み

株式会社エンドファイト 微生物を用いた高機能苗で、世界の劣化土壌を高付加価値化する

一般財団法人沖縄県環境科学セン
ター

サンゴ礁生態系の保全・再生、外来種対策、絶滅危惧種の保全

株式会社建築環境研究所 TNFDに対応・自然関連技術を活用した生物多様性コンサルティングサービス

株式会社シンク・ネイチャー 生物多様性データとAIでネイチャーポジティブの可視化。自然関連収支を計算可能に

株式会社バイオーム 国内最大級リアルタイム生物分布ビッグデータでネイチャーポジティブ・TNFDを実現

一般社団法人マリンハビタット壱岐 「世界の海を耕す」日米ハイブリッド型リーフボール

株式会社リバネス 科学技術を中心とした次世代教育・人材・研究・創業など生物多様性保全を実現するエコシステム開発

株式会社BIOTA 微生物多様性によって、健康で持続性のある暮らしをつくる

CollaboGate Japan株式会社 信頼できるデータ流通により環境価値とネイチャーに貢献！IoT向けデータインフラ「NodeX」

株式会社GREEN FORESTERS 生物多様性に配慮した森づくりを行う植林育林専門集団『青葉組®』を展開」

一般社団法人SWiTCH 地球１つで暮らすために、若者が中心となり世代・業界・国境を越えて共創します。

株式会社TOWING 微生物培養技術により土壌微生物と炭素を土に還し、気候変動と生物多様性回復に貢献

Value Frontier株式会社 生物多様性をビジネスチャンスに！確かな根拠と経験でリスク管理・機会創出をサポート
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ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム

ネイチャーポジティブ
経営推進プラットフォー
ム

ネイチャーポジティブ
ビジネスマッチング促
進ネットワーク【仮称】
⇒募集予定

ビジネスマッチング

（個別技術の売込みの場の提供）

ネイチャーポジティブ共同プロジェクトの情報
提供の場

情報開示キャパビル支援
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目次

✓ 生物多様性の「主流化」に向けて

✓ ネイチャーポジティブ経済移行戦略

✓ 企業の行動変容の支援（自然関連財務情報開示含む）

✓ 国内の緑への価値付け
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生物多様性の主流化に関する当面の目標と戦略

【大目標】ネイチャーポジティブの実現（日常生活・事業活動の基盤であるネイチャーの損失の停止と反転）

【主流化の狙い】ネイチャーポジティブ経済の実現
＝資金の流れをネイチャーネガティブなものからネイチャーポジティブなものへ

・影響把握支援
（ツール触ってみよう、データPF整備・国際標準化、民間参画GL）

・影響低減方策検討支援
（サステナブル経営推進PF、GL（再）、SBTN目標設定支援）

・ビジネス機会創出支援
（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁ、技術実証、行動変容実証、ﾃﾞｰﾀによる市場創出）

・国内外へのPRの場づくり
（J-GBFビジネスF、G7ANPE、ビジネス貢献プロジェクト等）

国内の緑への価値付け企業の行動変容の支援

・活動認定制度の法制化
（TNFD活用支援、中間支援（専門家ﾊﾞﾝｸ･支援ｾﾝﾀｰ）、税制優遇？）

・支援証明書制度の構築
（TNFD活用支援、支援マッチング）

・自然資本の経済価値評価
（地域レベルでのモデル事業、日本全体のデータ更新

→自治体によるPR、地域戦略策定への活用、企業の保全活動促進）

・保全活動支援
（支援事業によるNGO・自治体支援）

各界各層への行動変容呼びかけ

国際枠組みの運用・検討等への適切な対応

・J-GBF構成員による呼びかけ
（NP宣言、NP行動計画）

・必要なアクションに関するJ-GBF主導での議論
（ビジネスF、地域連携F、行動変容WG）

戦略２

・ABS運用・DSI検討参画・生物多様性ISO策定参画・SBT4N/各国政策/国際クレジット等のフォロー→施策深掘り検討

・だいだらポジーの活用
・各種アライアンスの運営
（30by30、森里川海）

戦略１

下支え

地球全体への環境負荷削減 日本の緑の保全・増進
・生活・国力の基盤
・見える・触れる
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30by30目標（新世界目標ターゲット３）

(2024中)
民間所有地等の
少なくとも100箇所
以上で認定予定

ロードマップ公表
自然共生サイト実証
生物多様性COP15
生物多様性国家戦略
2023‐2030の策定

保護地域の拡充（国立公園等の拡張等）

自然共生サイト
本格認定開始

自民党2023.5提言

「2026年度までに500箇所以上」

・2022.4 30by30アライアンス発足

768者参加（2024.5.22現在）

※ 半分が企業・金融機関

・2022.7 経済的インセンティブ等検討会開始

2023年度認定
前期122サイト
後期62サイト



55

30by30目標の達成に向けたOECMの設定等の推進

保護地域以外にも、里地里山、水源の森、
都市の自然など、様々な場所が生物多様性
の保全に貢献

民間等の取組区域を環境省が認定し
OECMの設定等の推進を通じて、
30by30目標の達成につなげる

■30by30目標の達成にあたっては、法律等に基づく国立公園等の保護地域に加えて、保護地

域以外で生物多様性保全に資する地域（OECM※）の設定が重要。

※OECM：Other Effective area-based Conservation Measures

■OECM設定の推進のため、まずは民間の所有地等を「自然共生サイト」として認定。2023

年度は上期・下期で１８４か所を認定。2024年度上期受付終了。下期【9月頃】受付予定。

《保護地域＋OECMによる生態系連結》

184か所のリスト
https://www.env.go.jp/content/000202189.pdf
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以下のいずれかの価値を有すること

場

（１）公的機関等に生物多様性保全上の重要性が既に認められている場

（２）原生的な自然生態系が存する場

（３）里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場

（４）在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が成立し、生態系サービスを提供する場

（５）伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の場

種

（６）希少な動植物種が生息生育している場又は生息生育している可能性が高い場

（７）分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育
している場又は生息生育の可能性が高い場

機
能

（８）越冬、休息、繁殖、採餌、移動（渡り）など、動物の生活史にとって不可欠な場

（９）既存の保護地域又は認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連結性
を高める機能を有する場

「自然共生サイト」の認定基準

１．境界・名称に関する基準

２．ガバナンス・管理に関する基準（管理権限、管理措置）

３．生物多様性の価値に関する基準

４．管理による保全効果に関する基準（管理の有効性、モニタリングと評価）

「生物多様性の価値に関する基準案」の具体的内容
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の概要
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自分の土地でない自然共生サイトに支援した際の“支援証明書”

・自然共生サイト等にヒト・モノ・カネいずれかの支援を行った者に“支援証明書”を発行。
・令和７年度の本格発行を目指し、支援証明書をTNFDに活用できるよう、投資家目線のWGにて
記載事項を作り込み中（試行的マッチングを通じ25のペアが支援実施について継続検討中）。
・認定された自然共生サイトを管理者・所有者自身が企業財務情報開示等にどのように活かすか
（留意事項含む）についても、同じWGでストーリー作りの支援を実施。

②サイト認定
（認定証発行）

③支援実施（寄附等）

①認定申請
実施主体

④支援証明書の発行

支援者

0

認定機関

支援証明書
発行機関
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自然資本ストック及び生態系サービスの経済価値評価

例えば、A市の森林（自然資本）の経済的価値を評価する…

自然資本の値＝ 10,000ha × 1,000,000/ha = およそ 100億円

自然資本の値 = 自然資本のストック量 × シャドウプライス

自然資本のストック量 = 森林面積 (含 水源涵養地面積)+ 農地面積

シャドウプライス = 自然資本によって提供されるサービスや恩恵の価値を金額化したもの

⇒水源地の森林保全活動の結果、10,000ha を対象に保全活動を行うことで、 100 億円の価値が保全される！

○森林等の自然資本やそこから生み出される生態系サービスなどの「自然」の恵みの価値を、市場価値の存在する別のものに置き換えたり、人々に

支払い意思額を尋ねたりすることで、貨幣価値に換算し、経済的価値を評価。

○令和５年度は、自然資本やその保全に貢献する活動の価値の見える化により、以下のようなツールとしての活用を見据え、複数の市町村で自然

資本の評価を行い、行政運営に活用するモデル事業を実施

・地方公共団体における政策の企画立案・計画の目標設定等への活用

・生態系サービスによる便益を享受する民間企業等と自然資本を管理する地方公共団体等との連携

・市民や観光客等への地域の自然の魅力・価値のPR 等

(イメージ）

阿蘇の水源涵養

令和６年度以降は、

・自然共生サイト（企業の社有林など）における環境価値の評価への活用

・流域の中下流で水を大量に利用するような立地企業に対し、上流における水源涵養のための活動の必

要性等を示すための資料としての活用

・ネイチャーポジティブな観光業など、経済活動における自然資本への負荷又は貢献等を見える化するため

のツールとしての活用 等を検討予定



ご清聴ありがとうございました。
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